
■2019年度歯周病検診対象者のご案内

　歯周病は歯垢の中の歯周病菌が歯ぐきに炎症を起

こしたり、歯の根っこをおおう膜や歯を支える骨を

溶かしてしまう病気です。歯周病は、歯を失う大き

な原因です。歯は、食べ物がはじめて出会う「消化器」

であるだけに、歯周病で歯を失うと、からだ全体に

大きな影響を与えてしまいます。

下記の方を対象に受診券等の必要書類を送付いたし

ます。この機会にぜひ歯周病チェックをしましょう。

対象／40歳（ 昭 和54年4月2日～昭 和55年4月1日
　　　生の方）
50歳（昭和44年4月2日～昭和45年4月1日生の方）
60歳（昭和34年4月2日～昭和35年4月1日生の方）
70歳（昭和24年4月2日～昭和25年4月1日生の方）
実施期間／無料
実施期間／2020年3月31日㈫まで
検針内容／問診、お口の検査、結果説明、歯とお口
　　　　　を健康に保つための指導
問合先／

　○健康福祉課 健康推進係　☎６５・０００１

【高齢者の肺炎球菌予防接種】

接種期間 2019年４月1日～2020年３月31日

対象者
（①②の
いずれかに

該当）

①2019年度に65歳、70歳、75歳、
80歳、85歳、90歳、95歳、100
歳となる人と100歳以上の人

②60歳から65歳未満で、心臓、腎
じ ん

臓、
呼吸器の機能に日常生活が極度に制
限される程度の障害や、ヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能に日常
生活が不可能な程度の障害がある人

接種回数 １回のみ

接種料金 自己負担額2,400円

接種場所 県内の受託医療機関

持参物 住所・年齢が確認できるもの
（保険証、免許証など）

注意事項

◇すでに肺炎球菌ワクチンの接種を受
けたことがある人は、助成の対象と
なりません。

◇できるだけかかりつけ医で接種して
ください。

【接種料金の免除】

　生活保護世帯・住民税非課税世帯の人は接種料金
が免除（無料）されます。必要書類（下表）を医療機
関の受付に提示してください。

■2019年度高齢者の肺炎球菌予防接種

【接種料金免除の対象者と必要書類】

接種料金免除の対象者 免除に必要な書類

生活保護世帯 診療依頼書

住民税非課税世帯 非課税証明書
（税務課窓口にて無料で発行）

※免除の書類を持参せず、自費で接種した場合、　

　町は払い戻しを行いませんのでご注意ください。

問合先／

　○健康福祉課 健康推進係　☎６５・０００１

　○税務課 税務係　☎６５・１０７６

■2019年度
　歯とお口の健康を守るつどい

　口腔のヘルスプロモーションを目指した啓発と指

導による地域保健活動を目的とした事業を実施しま

す。入場無料ですので、是非ご参加ください。
日時／6月9日㈰　10時～15時
場所／飯塚歯科医師会館（飯塚市片島）
対象者／一般市民、町民
内容／

1.　 歯科相談
2.　 口臭測定
3.　 歯みがき指導・フッ素塗布
4.　 お口の中の細菌検査
5.　 咬合力テスト
6.　 パネル展示・オーラルケア商品の展示
7.　 石膏模型色塗り
8.　 風船プレゼント
9.　 入場者全員を対象とした空くじ無しの抽選会
10.  8020表彰
11.  幼稚園児、小学校、中学校、高校、特別支援　   
学校による区画ポスター展示、表彰
問合先／飯塚歯科医師会　
　　　　☎２２・２１２４

　2019年4月1日からの高齢者の肺炎球菌予防接種の
対象者をお知らせします。接種期間を過ぎると実費に
なりますのでご注意ください。
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